
○美馬市美馬リバーサイドパーク条例 

平成１７年６月２９日 

条例第２２４号 

改正 平成１７年１０月１２日条例第２４３号 

平成２６年３月１３日条例第９号 

令和元年６月２８日条例第１号 

令和４年３月１４日条例第７号 

（設置） 

第１条 市民に健全なレクリエーションの場所を提供することにより、市民の体力の

増進及び市民相互の連帯意識の向上を図ることを目的として、美馬市美馬リバーサ

イドパーク（以下「リバーサイドパーク」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 リバーサイドパークの名称及び位置は、次のとおりとする。 

（１） 名称 美馬市美馬リバーサイドパーク 

（２） 位置 美馬市美馬町字境目４４番地１地先から同市同町字境目３９番地６

地先まで 

（使用時間） 

第３条 リバーサイドパークの使用時間は、日の出の時刻から日没の時刻までとする。 

２ 前項の使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。 

（使用の許可） 

第４条 リバーサイドパークにおいて、競技会、集会、展示会その他これらに類する

催物を行うため、リバーサイドパークの全部又は一部を使用しようとする者は、あ

らかじめ美馬市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の許可を受けなければ

ならない。また、許可された事項を取り消し、又は変更する場合も同様とする。 

２ 教育委員会は、前項の許可をする場合において、リバーサイドパークの管理上必

要な条件を付けることができる。 

（使用の制限） 

別添資料５ 



第５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、リバーサイドパーク

の使用を許可しないものとする。 

（１） 公益を害するおそれがあると認められるとき。 

（２） 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。 

（３） 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。 

（使用権利の譲渡等の禁止） 

第６条 第４条第１項の規定により使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

は、使用の目的を許可なく変更し、又はその使用の権利を第三者に譲渡し、若しく

は転貸してはならない。 

（使用許可の取消し等） 

第７条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を

取り消し、その使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。 

（１） 使用許可の条件に違反したとき。 

（２） 偽りその他不正の手段により、使用の許可を受けた事実が明らかになった

とき。 

（３） 第５条各号のいずれかに該当するとき。 

（４） 前３号に掲げる場合のほか、リバーサイドパークの管理上特に必要と認め

られるとき。 

２ 前項の規定により、使用許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、

市は、これを賠償しないものとする。 

（使用料） 

第８条 リバーサイドパークの使用料は、無料とする。ただし、営利を目的とした使

用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。 

（使用料の還付） 

第９条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号の

いずれかに該当すると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。 



（１） 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなく

なったとき。 

（２） 使用開始前５日までに使用の取消し又は変更の申出があったとき。 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。 

（原状回復の義務） 

第１０条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可の取消し等の処分を受

けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。 

（損害賠償の義務） 

第１１条 使用者は、故意又は過失によりリバーサイドパークの施設、設備等を損傷

し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。 

（指定管理者） 

第１２条 教育委員会は、リバーサイドパークの管理運営上必要と認めるときは、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者

（以下「指定管理者」という。）にリバーサイドパークの管理を行わせることがで

きる。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１３条 前条の規定により指定管理者にリバーサイドパークの管理を行わせる場合

に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

（１） 使用許可に関する業務 

（２） リバーサイドパークの事業として教育委員会が定める事業に関する業務 

（３） リバーサイドパークの維持管理に関する業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務 

２ 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者にリバーサイドパークの利用に

係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させる

ことができる。 

３ 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第４条、第５条

及び第７条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市



又は指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。 

４ 第２項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあ

っては、第８条及び第９条中「使用料」とあるのは「利用料」と、第８条中「別表

に定める」とあるのは「別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員

会の承認を得て、指定管理者が定める」と、第９条中「教育委員会」とあるのは「指

定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」

と読み替えて、これらの規定を適用する。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成１７年７月１５日から施行する。 

附 則（平成１７年１０月１２日条例第２４３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美馬市吉野川河畔ふ

れあい広場設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例に

よる改正後の美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例の相当規定によりなされた処

分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２６年３月１３日条例第９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月２８日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例に関する経過措置） 

１１ 第１０条の規定による改正後の美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例の規定



は、令和元年１０月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に

係る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月１４日条例第７号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

別表（第８条関係） 

施設の区分 １時間当たりの使用料の額 

市内使用者 市外使用者 

野球場 ５１０円 １，０３０円 

サッカー場 ５１０円 １，０３０円 

パークゴルフ場 ５１０円 １，０３０円 

 



○美馬市美馬リバーサイドパーク条例施行規則 

平成１７年６月２８日 

教育委員会規則第３７号 

改正 平成１７年１０月２４日教育委員会規則第４３号 

令和４年２月２５日教育委員会規則第３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、美馬市美馬リバーサイドパーク条例（平成１７年美馬市条例第

２２４号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（使用の申請及び許可） 

第２条 条例第４条第１項の規定により、美馬市美馬リバーサイドパーク（以下「リ

バーサイドパーク」という。）を使用しようとする者は、リバーサイドパーク施設

使用許可申請書（様式第１号）を、あらかじめ美馬市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）に提出して、許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可申請の受付開始日は、原則として次のとおりとする。ただし、教育委

員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（１） 使用目的が大会及びそれに類するものの場合 使用日前３か月 

（２） 使用目的が練習その他の場合 使用日前１か月 

３ 教育委員会は、使用を許可したときは、リバーサイドパーク施設使用許可書（様

式第２号）をリバーサイドパークを使用しようとする者に交付する。 

（使用許可の取消し又は変更の手続） 

第３条 条例第４条第１項の規定により、前条第３項に規定する使用の許可を受けた

者（以下「使用者」という。）は、許可を受けた事項を取り消し、又は変更しよう

とするときは、リバーサイドパーク施設使用変更（取消）許可申請書（様式第３号）

に同条同項の使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の許可事項の取消し又は変更を許可したときは、リバーサイ

ドパーク施設使用変更（取消）許可書（様式第４号）を使用者に交付する。 

（使用の制限） 



第４条 リバーサイドパークを有効に利用するため、団体使用及び個人使用の割振り

は、教育委員会が定める。 

２ リバーサイドパークの使用期間は、引き続き７日を超えることはできない。ただ

し、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（使用料の納付） 

第５条 条例第８条ただし書の営利を目的とした使用者は、第２条第３項の規定によ

る使用許可書の交付を受けたときに、当該使用料を現金により前納するものとする。

ただし、教育委員会が特に必要であると認めるときは、この限りでない。 

（使用料の還付） 

第６条 条例第９条ただし書の規定により還付する使用料は、次のとおりとする。 

（１） 条例第９条第１号及び第２号に該当する場合 １００分の１００の額 

（２） 公益上及び教育委員会の都合により使用の許可を取り消し、又は許可事項

を変更した場合 １００分の１００の額 

（３） 使用日開始前３日までに使用の取消し又は許可事項の変更を申請した場合

で、かつ、相当の理由があると教育委員会が認めた場合 １００分の５０の額 

（４） 使用日開始前３日までに使用者の都合で、使用の取消し又は許可事項の変

更を申請した場合 １００分の２０の額 

２ 使用日前３日までに使用の許可の取消し又は許可事項の変更の申請をしないとき、

又は条例第７条の規定により使用の許可の取消し等をされたときは、使用料は還付

しないものとする。 

（使用者の遵守事項） 

第７条 リバーサイドパークの使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項

を守らなければならない。 

（１） 条例、この規則又はこれに基づく指示に従うこと。 

（２） 許可を受けた目的以外に利用しないこと。 

（３） 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。 

（４） リバーサイドパークの清掃を保つこと。 



（５） 危険物その他他人の迷惑となるような物を持ち込まないこと。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。 

（原状回復の義務） 

第８条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに原状に回復し、教育委員会の

点検を受けなければならない。 

２ 使用者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会がこれを代行し、これに要

した費用を使用者から徴収するものとする。 

（指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用） 

第９条 条例第１２条の規定により指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）にリバーサ

イドパークの管理を行わせる場合にあっては、第２条から第４条まで、第７条及び

前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第１号から様式第４号ま

での規定中「美馬市教育委員会」とあるのは「美馬市美馬リバーサイドパーク指定

管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。 

２ 条例第１３条第２項の規定により指定管理者にリバーサイドパークの利用に係る

料金を収受させる場合にあっては、第５条及び第６条中「教育委員会」とあるのは

「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第５条中「使用者」とあ

るのは「利用者」と、「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と、第６条中「使

用」とあるのは「利用」と、「使用日」とあるのは「利用日」と読み替えて、これ

らの規定を適用する。 

（その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、リバーサイドパークの運営に関し必要な事

項は、教育委員会が、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１７年７月１５日から施行する。 

附 則（平成１７年１０月２４日教委規則第４３号） 

（施行期日） 



１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市吉野川河畔ふ

れあい広場設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ

の規則による改正後の美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例施行規則の相当規定

によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（令和４年２月２５日教育委員会規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市吉野川河畔ふ

れあい広場設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ

の規則による改正後の美馬市美馬リバーサイドパーク条例施行規則の相当規定によ

りなされた処分、手続その他の行為とみなす。 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

 


